
大切な従業員の不妊退職を防ぐ

仕事と不妊治療との両立ができず、16％の方が離職しています。
人材を失うことは、企業にとって大きな損失となりかねません。

体外受精・顕微授精または男性不妊治療を受けた従業員・その配偶者（事実婚を含む）
に、企業が社内規定に基づいて、不妊治療給付金を支払った際の費用を損保ジャパンが
保険金として支払いするプラン（制度）です。

約20人に１人

5.5組に１組

（※1)（生殖補助医療による出生児数:日本産科婦人科学会「ARTデータブック（2015年）」、全出生児数:厚生労働省「平成27年（2015）人口動態統計の年間推計

不妊治療による出生

不妊の検査や治療を受けたことがある
（受けている）夫婦

（※1）

（※2）

(※2）（国立社会保障・人口問題研究所「2015年社会保障・人口問題基本調査」による）

仕事と不妊治療の両立支援プラン のご案内

仕事と不妊治療の両立支援プランとは・・・

従業員
企業

イメージ ご検討の際はお問い合わせ先の
損保ジャパンの担当：井上までメール
でご連絡ください。

保険金不妊治療費給付金

【お問い合わせ先】
●引受保険会社
損害保険ジャパン株式会社
団体・公務開発部第一課 担当：井上
〒160-8338 東京都新宿区西新宿1-26-1 
TEL 03-3349-5401 FAX 03-6388-0160 
（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）
MAIL sinoue58@sompo-japan.co.jp

●取扱代理店
株式会社保険アドバイザー
担当：松岡
〒163-0702 東京都新宿区西新宿小田急第一生命ビル２階
TEL 03-5909-3950 FAX 03-5909-3951  
（受付時間 ：平日の午前９時から午後５時まで）

（上記は不妊治療見舞金費用補償のペットネームです。）

※このご案内は概要を説明したものです。詳しい内容につきましては、「ご契約のしおり」「重要事項等説明書」などをご覧ください。
なお、ご不明な点は、取扱代理店または損保ジャパンまでお問い合わせください。
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